※【】の箇所はご自身で編集下さい。


皆さま

お疲れ様です。
年末調整の時期になりましたので、例年同様ですが、以下、ご熟読下さい。

■国税庁解説コンテンツ
以下の『給与所得者（従業員）の方用情報』を各自必ずご熟読ください。「記載例」や「年末調整を受ける際の注意事項」（チェック表）などをご活用いただき、必要な書類の作成をはじめてください。

【リンク　令和7年分　年末調整のしかた｜国税庁　】

※令和7年より、チャットボットに年末調整に関する機能が実装されました。必要な書類などを調べる際にご活用ください。
チャットボット（ふたば）に質問する｜国税庁

■年末調整関連書類のひな型
以下ページに掲載されておりますので、『給与所得者（従業員）の方用情報』をご活用いただき、必要な年末調整関連書類を作成してください。

【リンク　A2　源泉所得税関係｜国税庁　】

※必ず最新のひな型をご使用ください。
※「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」は、当年分だけでなく、翌年分も必要です。

■各種証明書類など
該当がある場合、例えば以下のような証明書等の提出もお忘れなきようご注意ください。

・生命保険料控除証明書
・地震保険料控除証明書
・（ご自身で支払った場合）社会保険料控除証明書
・小規模企業共済等掛金払込証明書
・（住宅ローン控除（２年目～）の適用を受ける方）年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書
・（中途入社の方）前職の源泉徴収票


■年末調整関連書類の提出期限
11月15日厳守　で【部署名】【人事労務担当者名】まで提出をお願いいたします。


■ご自身で所得税確定申告をおこなう必要がある方
・「自分で確定申告を済ませるので年末調整はしなくて良い」という進め方は法令上許容されませんので、年末調整対象者となる場合は、会社が必ず年末調整をおこないます。
・ご状況によっては、年末調整後にご自身でも所得税確定申告いただく場合がございますが、会社（雇用主）にて確定申告のやり方をレクチャー等はできませんので、必要に応じて、以下の相談先をご利用下さい。


■所得税確定申告の相談先
・国税局電話相談センター（「1」所得税　へダイヤル）
【リンク】
匿名で利用できますが、あくまでも一般的な相談内容に限定されます。複雑な状況を電話口で説明してもセンターでは対応できない場合もあるため、その場合、下記の所轄税務署へご相談ください。

・所轄税務署
【リンク】
名乗る必要がありますが、個別具体的な相談に乗ってもらえます。電話のみで解決することもありますが、そうでない場合、事前予約制で個別面談となります。年明け以降は混雑することが予想されます。

・会計事務所（有料）
ご自身で会計事務所をお探しいただき、有料で依頼いただく形となります。一般的に、会計事務所は夏頃～年末頃で、個人の方からの依頼申込みを締め切りますので、お早目に動くことをおすすめいたします。


宜しくお願い申し上げます。
【部署名】【労務担当者名】
